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                 平成１８年１２月 
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 ○地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名  

 市      長  藤 平 輝 夫 君      助      役  杉 本   栄 君 
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                   議 事 日 程 

 議事日程第５号 
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第１ 議案・陳情上程・委員長報告・質疑・討論・採決 

   （総務常任委員長） 

   議案第58号 勝浦市副市長の定数を定める条例の制定について 

   議案第59号 勝浦市課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第60号 勝浦市附属機関設置条例等の一部を改正する条例の制定について 

   議案第61号 勝浦市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第62号 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい 

         て 

   議案第63号 市長等の給料、教育長の給料及び一般職の職員の管理職手当等の特例に関する条 

         例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第64号 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第68号 夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議に 

         ついて 

   議案第71号 平成18年度勝浦市一般会計補正予算 

   陳情第７号 「格差社会」を是正し、庶民増税の中止と社会保障の拡充のため国への意見書提 

         出を求める陳情 

  （教育民生常任委員長） 

   議案第65号 勝浦市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第66号 勝浦市放課後児童健全育成事業条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第67号 勝浦市ねたきり身体障害者移動入浴車派遣手数料徴収条例の廃止について 

   議案第69号 千葉県後期高齢者広域連合の設置に関する協議について 

   議案第72号 平成18年度勝浦市学校給食共同調理場特別会計補正予算 

   議案第73号 平成18年度勝浦市国民健康保険特別会計補正予算 

   議案第74号 平成18年度勝浦市介護保険特別会計補正予算 

   陳情第８号 介護保険制度改善・拡充のため国への意見書提出を求める陳情 

   陳情第９号 障害者の福祉・医療サービス利用料の「応益（定率）負担」を見直すよう国への 

         意見書提出を求める陳情 

   陳情第10号 療養病床の廃止・削減と患者負担増を中止するよう国への意見書提出を求める陳 

         情 

  （建設経済常任委員長） 

   議案第70号 南房総広域水道企業団規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について 

   議案第75号 平成18年度勝浦市水道事業会計補正予算 

第２ 発議案上程・説明・質疑・討論・採決 

   発議案第11号 勝浦市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

   発議案第12号 議会の議員の報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

   発議案第13号 介護保険制度の改善を求める意見書について 

   発議案第14号 障害者の福祉・医療サービス利用料の応益負担見直しを求める意見書について 

   発議案第15号 療養病床の廃止・削減と患者負担増の中止等を求める意見書について 
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                   開     議 

  

           平成１８年１２月１５日（金）  午後１時００分開議 

 ○議長（水野正美君）ただいま出席議員は19人で定足数に達しておりますので、議会はここに成立 

いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元へ配布したとおりでありますので、それによってご承知を願います。 

 

 

    

            議案・陳情上程・委員長報告・質疑・討論・採決  

 

 ○議長（水野正美君）日程第１、議案・陳情を上程いたします。 

 議案第58号 勝浦市副市長の定数を定める条例の制定について、議案第59号 勝浦市課設置条

例の一部を改正する条例の制定について、議案第60号 勝浦市附属機関設置条例等の一部を改正

する条例の制定について、議案第61号 勝浦市職員定数条例の一部を改正する条例の制定につい

て、議案第62号 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて、議案第63号 市長等の給料、教育長の給料及び一般職の職員の管理職手当等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、議案第64号 一般職の職員の給与等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、議案第68号 夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部

を改正する規約の制定に関する協議について、議案第71号 平成18年度勝浦市一般会計補正予算、

陳情第７号 「格差社会」を是正し、庶民増税の中止と社会保障の拡充のため国への意見書提出

を求める陳情、以上10件を一括議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。滝口総務常任委員長。 

              〔総務常任委員長  滝口敏夫君登壇〕 

 ○総務常任委員長（滝口敏夫君）議長よりご指名がありましたので、今期定例会において総務常任 

委員会に付託されました議案及び陳情の審査経過と結果について、その概要をご報告いたします。 

 当総務常任委員会は、付託されました事件を審査するため、去る12月11日、委員会を開催し、

執行部より市長、助役、収入役、教育長及び関係課長の出席を求め、その審査を終了いたしまし

た。 

 その結果、議案第58号 勝浦市副市長の定数を定める条例の制定について、議案第59号 勝浦

市課設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第60号 勝浦市附属機関設置条例等の

一部を改正する条例の制定について、議案第61号 勝浦市職員定数条例の一部を改正する条例の

制定について、議案第62号 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について、議案第63号 市長等の給料、教育長の給料及び一般職の職員の管理職手当等の

特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第64号 一般職の職員の給与等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第68号 夷隅郡市広域市町村圏事務組合



 146 

規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、議案第71号 平成18年度勝浦市一般会

計補正予算、以上９件につきまして慎重審議の結果、お手元へ配布の委員会審査報告書のとおり、

全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、陳情第７号 「格差社会」を是正し、庶民増税の中止と社会保障の拡充のため国への意

見書提出を求める陳情につきましては、なお、慎重に審議を期する必要があり、会期中に結論を

出しかねるので、議長に対しまして継続審査の申し出をした次第であります。 

 以上をもちまして、総務常任委員長の報告を終わります。 

 ○議長（水野正美君）これより委員長の報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのとこ 

ろ通告はありません。質疑はありませんか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入るのでありますが、前もって通告がありましたので、これを許します。児安

利之議員。 

                 〔15番 児安利之君登壇〕 

 ○15番（児安利之君）私は、ただいまの総務常任委員長の報告のうち、議案第71号 平成18年度勝 

浦市一般会計補正予算について、反対の立場で討論を行うものであります。 

 今回の補正予算は、民生費の生活保護費に 2,669万 6,000円、災害復旧費に 4,479万 7,000円

の計上を初め、そのほとんどは必要な予算の計上であり、もちろん賛意を表すべきものでありま

す。しかし、衛生費の老人保健費は、千葉県後期高齢者医療広域連合設立準備委員会及び広域連

合への負担金であり、この予算計上には賛成しかねるのであります。議案第69号 千葉県後期高

齢者医療広域連合の設置に関する協議についてでも指摘をいたしましたように、この後期高齢者

医療制度は多くの問題をはらんでいるのであります。今回の改正は、ことしの６月に国会で成立

した医療制度改革法の一環であります。 

 問題点の第１は、国民健康保険や組合健康保険から75歳以上の高齢者を脱退させて、後期高齢 

 者の独立保険をつくり、家族に扶養されている人を含め、すべての後期高齢者が年金月額１万  

 5,000円以上の年金から保険料あるいは保険税を天引き徴収されることであります。 

 第２に、国民健康保険と同じく保険料あるいは保険税の滞納者には、国保と同じく短期保険証

や資格証明書を発行することであります。 

 第３には、現役世代と後期高齢者は診療報酬も別建てとなるわけでありまして、結局このこと

は、医療内容を切り詰めるおそれが十分あることであります。 

 これらは2008年４月実施となっておりますが、同時に国保加入の前期高齢者、つまり65歳から

74歳も保険税の年金天引きとなるわけであります。千葉県１本での広域連合の制度そのものは、

市町村にかわる新たな行政主体となるおそれが強く、現行の地方自治体の機能が空洞化せざるを

得なくなるのであります。また、千葉県１本での広域連合は、市町村と違って事実上、住民自治

が届かない仕組みとなっているのであります。この制度は、高齢者への負担増と受診抑制による、

言ってみれば命と健康を破壊する以外の何物でもないと言わざるを得ません。 

 以上の理由から、私は反対の意思を表明し、討論といたします。 

 ○議長（水野正美君）ほかに討論はありませんか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 ○議長（水野正美君）これをもって討論を終結いたします。 

 これより議案第58号 勝浦市副市長の定数を定める条例の制定についてを採決いたします。本

案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の

諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第59号 勝浦市課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第60号 勝浦市附属機関設置条例等の一部を改正する条例の制定 

についてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報

告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第61号 勝浦市職員定数条例の一部を改正する条例の制定につい 

てを採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第62号 特別職の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する 

条例の制定について、議案第63号 市長等の給料、教育長の給料及び一般職の職員の管理職手当

等の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第64号 一般職の職員の給与

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上３件を一括して採決いたします。本

案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の

諸君の挙手を求めます。 
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                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第62号ないし議案第64号、以上３件は原 

案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第68号 夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規 

約の制定に関する協議についてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第71号 平成18年度勝浦市一般会計補正予算を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成

の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手多数〕 

 ○議長（水野正美君）挙手多数であります。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、陳情第７号 「格差社会」を是正し、庶民増税の中止と社会保障の拡 

充のため国への意見書提出を求める陳情につきましては、先ほどの総務常任委員長の報告のとお

り、会議規則第 103条の規定により閉会中の継続審査の申し出があります。本件につきましては、

総務常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）ご異議なしと認めます。よって、陳情第７号は閉会中の継続審査に付するこ 

とに決しました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第65号 勝浦市特別会計条例の一部を改正する条例の制定につい 

て、議案第66号 勝浦市放課後児童健全育成事業条例の一部を改正する条例の制定について、議

案第67号 勝浦市ねたきり身体障害者移動入浴車派遣手数料徴収条例の廃止について、議案第69

号 千葉県後期高齢者医療広域連合の設置に関する協議について、議案第72号 平成18年度勝浦

市学校給食共同調理場特別会計補正予算、議案第73号 平成18年度勝浦市国民健康保険特別会計

補正予算、議案第74号 平成18年度勝浦市介護保険特別会計補正予算、陳情第８号 介護保険制

度改善・拡充のため国への意見書提出を求める陳情、陳情第９号 障害者の福祉・医療サービス
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利用料の「応益（定率）負担」を見直すよう国への意見書提出を求める陳情、陳情第10号 療養

病床の廃止・削減と患者負担増を中止するよう国への意見書提出を求める陳情、以上10件を一括

議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。刈込教育民生常任委員長。 

             〔教育民生常任委員長  刈込欣一君登壇〕 

 ○教育民生常任委員長（刈込欣一君）議長よりご指名がありましたので、今期定例会において教育 

民生常任委員会に付託されました議案及び陳情の審査経過と結果について、その概要をご報告い

たします。 

 当教育民生常任委員会は、付託されました事件を審査するため、去る12月12日、委員会を開催

し、執行部より市長、助役、収入役、教育長及び関係課長の出席を求め、その審査を終了いたし

ました。 

 その結果、議案第65号 勝浦市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について、議案第66

号 勝浦市放課後児童健全育成事業条例の一部を改正する条例の制定について、議案第67号 勝

浦市ねたきり身体障害者移動入浴車派遣手数料徴収条例の廃止について、議案第69号 千葉県後

期高齢者医療広域連合の設置に関する協議について、議案第72号 平成18年度勝浦市学校給食共

同調理場特別会計補正予算、議案第73号 平成18年度勝浦市国民健康保険特別会計補正予算、議

案第74号 平成18年度勝浦市介護保険特別会計補正予算、以上７件につきまして慎重審議の結果、

お手元へ配布の委員会審査報告書のとおり、議案第65号ないし議案第67号及び議案第72号ないし

議案第74号の６件は全員賛成で、議案第69号は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 なお、審査の過程で議案第69号につきまして、後期高齢者医療制度は、１点目として高齢者の

年金から介護保険料と合わせると全国平均で月額約１万円を天引きしようとするものである。２

点目として、原則として保険税の滞納者に国保と同じように短期保険証あるいは資格者証の発行

を行うという制度である。３点目として、現役世代と後期高齢者は診療報酬を別建てにすること

で診療報酬が引き下げられ、これにより医療内容が切り詰められ、高齢者に対する差別医療が公

然と行われるという危険性をはらんでいる等の問題があり、こういう医療制度の内容を追認しよ

うとするための広域連合の設置に関する協議であるので、承認するわけにはいかないという反対

討論がありましたので、申し添えます。 

 次に、陳情第８号 介護保険制度改善・拡充のための国への意見書提出を求める陳情、陳情第

９号 障害者の福祉・医療サービス利用料の「応益（定率）負担」を見直すよう国への意見書提

出を求める陳情、陳情第10号 療養病床の廃止・削減と患者負担増を中止するよう国への意見書

提出を求める陳情、以上３件につきましては、願意妥当と認め、全員異義なく採択すべきものと

決定いたしました。 

 以上をもちまして、教育民生常任委員長の報告を終わります。 

 ○議長（水野正美君）これより委員長の報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのとこ 

ろ通告はありません。質疑はありませんか。滝口敏夫議員。 

 ○18番（滝口敏夫君）ただいま教育民生常任委員長よりご報告がございましたが、その中で陳情第 

８号から第10号までの３つについてお伺いいたしたいと思いますが、この要旨については記載さ

れている内容を見ますと、その要旨そのものについてはわかりますが、陳情第10号の要旨冒頭に
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示されておりますように、さきの国会で成立した医療改悪法には、とありますが、改悪という文

字に象徴されておりますように、国において改正された介護保険法、さらには障害者自立支援法

の施行、医療制度の一部改正等に伴う問題に対する陳情ということでありますが、これら法改正

に当たりましては、当然のことでありますが、国において衆参両議院におきまして審議され、結

論を出され、法律の一部改正に至った経緯があるわけであります。それらが改悪であると。10号

については、冒頭そのように記されているわけでありますが、たしか国会審議過程において野党

が反対されたやに伺っておりますけれども、その国会の審議過程等を踏まえ、さらには法律改正

に至った背景、経緯、それら等についても、この３件の陳情の審査に当たりまして十分な審議と

いいますか、意見交換といいますか、行われたのかどうか伺いたいことが一つと、もう一つは、

改悪という文言に象徴されておりますように、この自治体福祉センター社会保障推進千葉県協議

会というものが詳しい状況がわからないんですけれども、この団体については、当然、どういう

団体なのか委員長の立場で把握されていると思いますので、ご説明いただきたいと思います。 

 ○議長（水野正美君）答弁を求めます。刈込教育民生常任委員長。 

 ○教育民生常任委員長（刈込欣一君）お答えいたしたます。ただいまの滝口議員のお話ですと、改 

悪という言葉を非常に使っていたんですけど、私どもとすれば、ここには改悪という言葉ではな

く改革という言葉でうたってあると思います。そして、私たちも内容について余り承知してない

部分がありましたので、慎重審議の結果、全員賛成で採択と決しました。 

 もう一点、お話のありましたこの協議団体、代表名の社会保障推進千葉県協議会という名前の

組織の中身というんですけど、申しわけなかったんですけど、この組織についてはそこまで勉強

しなくて、この内容についてそれを重視して、審査いたしました。以上です。 

 ○議長（水野正美君）ほかに質疑はありませんか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありません

か。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）それでは討論を終結いたします。 

 これより議案第65号 勝浦市特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたし

ます。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決すること

に賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第66号 勝浦市放課後児童健全育成事業条例の一部を改正する条 

例の制定について、議案第67号 勝浦市ねたきり身体障害者移動入浴車派遣手数料徴収条例の廃

止について、以上２件を一括して採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
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                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第66号及び議案第67号は原案のとおり可 

決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第69号 千葉県後期高齢者医療広域連合の設置に関する協議につ 

いてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告の

とおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手多数〕 

 ○議長（水野正美君）挙手多数であります。よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第72号 平成18年度勝浦市学校給食共同調理場特別会計補正予算 

を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第73号 平成18年度勝浦市国民健康保険特別会計補正予算、議案 

第74号 平成18年度勝浦市介護保険特別会計補正予算、以上２件を一括して採決いたします。本

案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の

諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第73号及び議案第74号は原案のとおり可 

決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、陳情第８号 介護保険制度改善・拡充のため国への意見書提出を求め 

る陳情を採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は、委員長の報告

のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手多数〕 

 ○議長（水野正美君）挙手多数であります。よって、陳情第８号は採択と決しました。 
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 ○議長（水野正美君）次に、陳情第９号 障害者の福祉・医療サービス利用料の「応益（定率）負 

担」を見直すよう国への意見書提出を求める陳情を採決いたします。本件に対する委員長の報告

は採択であります。本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手多数〕 

 ○議長（水野正美君）挙手多数であります。よって、陳情第９号は採択と決しました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、陳情第10号 療養病床の廃止・削減と患者負担増を中止するよう国へ 

の意見書提出を求める陳情を採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本

件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手多数〕 

 ○議長（水野正美君）挙手多数であります。よって、陳情第10号は採択と決しました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第70号 南房総広域水道企業団規約の一部を改正する規約の制定 

に関する協議について、議案第75号 平成18年度勝浦市水道事業会計補正予算、以上２件を一括

議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。なお、委員長の報告は自席でお願いいたします。松崎

設経済常任委員長。 

 ○建設経済常任委員長（松崎栄二君）議長よりご指名があり、また自席でというお許しがありまし 

たので、失礼させていただきます。 

 今期定例会において建設経済常任委員会に付託されました議案の審査経過と結果について、そ

の概要をご報告いたします。 

 当建設経済常任委員会は、付託されました事件を審査するため、去る12月13日、委員会を開催

し、執行部より市長、助役、収入役、教育長及び関係課長の出席を求め、その審査を終了いたし

ました。 

 その結果、議案第70号 南房総広域水道企業団規約の一部を改正する規約の制定に関する協議

について、議案第75号 平成18年度勝浦市水道事業会計補正予算、以上２件について慎重審議の

結果、お手元へ配布の委員会審査報告書のとおり、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上をもちまして、建設経済常任委員長の報告を終わります。 

 ○議長（水野正美君）これより委員長の報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのとこ 

ろ通告はありません。質疑はありませんか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありません
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か。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）それでは討論を終結いたします。 

 これより議案第70号 南房総広域水道企業団規約の一部を改正する規約の制定に関する協議に

ついてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告

のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第75号 平成18年度勝浦市水道事業会計補正予算を採決いたしま 

す。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。 

 

 

    

              発議案上程・説明・質疑・討論・採決  

 

 ○議長（水野正美君）日程第２、発議案を上程いたします。 

 発議案第11号 勝浦市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、発議案第12号 

議会の議員の報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上２件を一括議

題といたします。 

 職員に発議案を朗読させます。目羅係長。 

                    〔職員朗読〕 

 ○議長（水野正美君）発議者から提案理由の説明を求めます。児安利之議員。 

                 〔15番  児安利之君登壇〕 

 ○15番（児安利之君）議長から指名がありましたので、ただいま議題となりました発議案第11号  

勝浦市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、発議案第12号 議会の議員の報酬

の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上２件の提案理由の説明を申し上

げます。 

 初めに、発議案第11号 勝浦市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について申し上げ

ます。本案は、今期定例会初日に了承されました議員手数等調査特別委員長報告に基づき、所要

の条例改正を行おうとするもので、常任委員会の定数を従来の総務常任委員会８人、教育民生常

任委員会７人、建設経済常任委員会７人から、３常任委員会それぞれ９人に改め、また委員会の

傍聴をこれまでの委員長の許可から委員長への申し出に改めようとするものであります。これに

あわせて、先ほど議決されました勝浦市課設置条例の一部改正に伴い、総務常任委員会と教育民
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生常任委員会の所管について、所要の改正を行おうとするものであります。 

 次に、発議案第12号 議会の議員の報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて申し上げます。本案は、市の厳しい財政状況等にかんがみ、議会の議長、副議長及び議員に

ついて、報酬の一部を減額し、財源の一助とすべく平成15年１月から２年間、報酬月額から議長

 8,000円、副議長 7,000円、議員 7,000円をそれぞれ減額し、平成17年１月からさらに２カ年間

にわたり減額してまいりました。しかし、依然として市の厳しい財政状況が続いている現状や市

内の経済動向等を踏まえ、当該措置を平成19年１月から平成22年12月までの４年間、さらに延長

し、市財源の一助としようとするものであります。 

 何とぞ、私ども発議者の意をご賢察の上、よろしくご審議いただき、可決あらんことをお願い

申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 

 ○議長（水野正美君）これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 

質疑はありませんか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議案第11号及び発議案第12号につきまし

ては、会議規則第37条第２項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議

ありませんか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）ご異議なしと認めます。よって、発議案第11号及び発議案第12号につきまし 

ては、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありません

か。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）それでは、討論を終結いたします。 

 これより発議案第11号 勝浦市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決い

たします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、発議案第11号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、発議案第12号 議会の議員の報酬の特例に関する条例の一部を改正す 

る条例の制定についてを採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、発議案第12号は原案のとおり可決されました。 
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 ○議長（水野正美君）次に、発議案第13号 介護保険制度の改善を求める意見書について、発議案 

第14号 障害者の福祉・医療サービス利用料の応益負担見直しを求める意見書について、発議案

第15号  療養病床の廃止・削減と患者負担増の中止等を求める意見書について、以上３件を一括

議題といたします。 

 職員に発議案を朗読させます。目羅係長。 

                    〔職員朗読〕 

 ○議長（水野正美君）発議者から提案理由の説明を求めます。刈込欣一議員。 

                 〔６番 刈込欣一君登壇〕 

 ○６番（刈込欣一君）ただいま議題となりました発議案第13号 介護保険制度の改善を求める意見 

書について、発議案第14号 障害者の福祉・医療サービス利用料の応益負担見直しを求める意見

書について、発議案第15号 療養病床の廃止・削減と患者負担増の中止等を求める意見書につい

て、以上３件を一括して提案理由の説明を申し上げます。 

 初めに、発議案第13号 介護保険制度の改善を求める意見書について申し上げます。 

 昨年10月１日から施設入所、ショートステイ、デイサービス、デイケア利用者にホテルコスト

の自己負担が導入されました。また、４月からは軽度者をこれまでの介護保険サービスから外し、

通所系サービスを中心としたマネジメントを行う新予防給付が始まりました。改正された介護保

険法は、我が国がこれから迎える高齢社会のもとでの介護の社会化に逆行し、軽度者のサービス

利用を制限し、施設入所者への利用負担を大幅にふやし、高齢者とその家族の不安を増大させる

ものになっています。現在、介護保険を利用している高齢者の多くは70歳代後半から80歳、90歳

の高齢者で、多くは単身世帯であることと認知症をあわせ持っています。こうした方々から現行

のサービスを奪うことは、生きる気力を奪いかねません。 

 今、自治体財政を取り巻く状況は、国の三位一体改革や国庫負担、補助金制度の見直し等によ

り、住民の安全と福祉を守るという自治体本来の役割が十分果たせない実態にあります。 

 そこで、高齢者が安心して介護が受けられるよう介護サービスに対する過重な負担の軽減と十

分な基盤整備、そのためにも介護保険者である地方自治体の国の財政支援を強く求め、次の点に

配意した対策を講じるよう強く要望します。 

 １、地方支援事業に係る住民負担と市町村介護保険財政の負担を軽減するために、国の介護給

付費への負担割合を現行25％から50％に引き上げること。 

 次に、発議案第14号 障害者の福祉・医療サービス利用料の応益負担見直しを求める意見書に

ついて申し上げます。 

 障害者自立支援法が施行され、これまで前年度の所得に応じて負担する応能負担だった利用料

の負担が応益負担にかわり、原則１割負担となりました。これまで支援費制度でホームヘルプサ

ービスを受けていた障害者の90％以上が低所得者であり、たとえ上限があるとはいえ、福祉作業

所などのわずかな工賃を頼りに生活している障害者にとっては大きな負担です。所得がなくても

障害基礎年金を頼りにやっと親や家族から自立し、地域の人々に支えながら生活している障害者

にとっても、この負担はたえがたく、サービス利用を断念するというような、あってはならない

事態も生まれています。施設に通所、入所している障害者は、利用料の負担のほか食費などの実

費を支払うことになり、１食 600円以上という大きな負担となっています。 

 こうした障害者・家族への負担増に対し、独自の軽減策を講じる自治体も生まれていますが、



 156 

介護を必要とする重度障害者ほど重い負担を強いられる応益負担は、まさに障害者の自立に逆行

するものであると言わざるを得ません。また、障害者関連各施設・事業者に今までと同じ福祉サ

ービスが提供できるのか見通しが立たないなど不安の声が広がっています。 

 よって、国においては障害者が安心して福祉・医療サービスを利用できるようにするため、障

害者自立支援法に基づく福祉・医療サービス利用料の応益負担を見直すよう強く要望します。 

 次に、発議案第15号 療養病床の廃止・削減と患者負担増の中止等を求める意見書について申

し上げます。 

 さきの国会で成立した医療改革法には、入所介護や入院を担っている30万床の療養病床を大幅

に削減し、平成23年度までに介護療養病床は廃止、医療療養病床は15万床にする療養病床の再編

が盛り込まれました。政府は、削減する23万床で療養している人々を介護施設や在宅に移すと言

っていますが、現在、特別養護老人ホームの待機者は全国で38万人、千葉県内でも１万 7,000人

を超えています。既に７月１日から廃止・削減計画が始まり、退所者が生まれています。このま

までは多数の介護難民、療養難民を生み出すことになります。また、法律には高齢者の患者負担

を大幅に引き上げることも含まれています。高齢化の進行とともに、今後、単身や高齢者世帯の

増加が予想されます。 

 療養病床の廃止・削減や高齢者の患者負担増を直ちに中止し、医療・介護の環境整備・拡充を

図るため、次の点に配意した対策を講じるよう強く要望します。 

 １、高齢者が地域で安心して療養できる施設やベッドをなくさないこと。 

 ２、高齢者の患者負担をこれ以上ふやさないこと。 

 ３、リハビリの日数制限を撤廃し、個々の患者の必要性に応じて行うこと。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出しようとするものであります。 

 何とぞ発議者の意をご検察の上、よろしくご審議をいただき、可決あらんことをお願い申し上

げ、発議案第13号から第15号まで、以上３件の提案理由の説明といたします。 

 ○議長（水野正美君）これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 

質疑はありませんか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議案第13号ないし発議案第15号、以上３

件につきましては、会議規則第37条第２項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）ご異議なしと認めます。よって、発議案第13号ないし発議案第15号、以上３ 

件につきましては、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありません

か。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）それでは、討論を終結いたします。 

 これより発議案第13号 介護保険制度の改善を求める意見書についてを採決いたします。本案

は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 



 157 

                   〔挙手多数〕 

 ○議長（水野正美君）挙手多数であります。よって、発議案第13号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、発議案第14号 障害者の福祉・医療サービス利用料の応益負担見直し 

を求める意見書についてを採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙

手を求めます。 

                   〔挙手多数〕 

 ○議長（水野正美君）挙手多数であります。よって、発議案第14号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、発議案第15号 療養病床の廃止・削減と患者負担増の中止等を求める 

意見書についてを採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求め

ます。 

                   〔挙手多数〕 

 ○議長（水野正美君）挙手多数であります。よって、発議案第15号は原案のとおり可決されました。 

 

 

    

                   閉     会 

 

 ○議長（水野正美君）以上をもちまして、今期定例会に付議されました事件はすべて議了いたしま 

した。 

 これをもって平成18年12月勝浦市議会定例会を閉会いたします。 

 

                  午後１時５２分  閉会 

 

 

    

                 本日の会議に付した事件  

  

１．議案第58号～議案第75号、陳情第７号～陳情第10号の総括審議 

１．発議案第11号～発議案第15号の総括審議 
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